
届け出が必要なとき 手続きの内容 持参するもの

勤務先を退職したとき
(厚生年金や共済年金加入者の場合)

第２号被保険者から第１号被保険者になりま
す。（第３号被保険者に該当する場合を除く。）
※被保険者種別は下の表をご覧ください。

●印鑑、年金手帳
●社会保険などの資格を喪失した証
明書（勤務先で作成されます。）

配偶者に扶養されていたが、配偶者が
厚生年金、共済年金を辞めたとき

第３号被保険者から第１号被保険者になりま
す。

●印鑑、年金手帳
●社会保険などの資格を喪失した証
明書（勤務先で作成されます。）

他の市町村から転入したとき 住所変更。日本年金機構から届く各種郵送物
の送付先を変えます。厚生年金の方は、勤務先
で手続きしてください。

●印鑑、年金手帳
庄原市内で転居したとき

氏名が変わったとき
（婚姻、離婚、養子縁組など） 氏名変更。 ●印鑑、年金手帳

20歳になったとき
(厚生年金や共済年金加入者を除く) 第１号被保険者になります。 ●日本年金機構から届いた書類

●印鑑

こんなときは これを持って市役所へ

国保に
加入
するとき

他の市町村から引っ越してきたとき 他市町村の転出証明書・印鑑
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめたことの証明書・印鑑
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなったことの証明書・印鑑

国保を
やめる
とき

他の市町村に引っ越すとき 保険証・印鑑
職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の保険証・印鑑
職場の健康保険の被扶養者になったとき 職場の健康保険の保険証・印鑑

その他
の届出

住所、世帯主、氏名が変わったとき 保険証・印鑑
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証・在学証明書・印鑑
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■ 手続き先　市民生活課戸籍住民係　または各支所市民生活室
■ 問い合わせ　保健医療課国保年金係　☎0824-73-1158　または各支所市民生活室
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　就職や結婚、引越し、転職、退職などさまざまな節目の
時には、国民年金の加入の種類や保険料の納め方も変わり
ますので、その都度届け出が必要になります。届け出を忘
れると、将来受け取る年金額が減額になったり、受け取れ
なくなったりする場合がありますので、忘れずに届け出ま
しょう。

本年度の
月額保険料は
15,590円です。

○被保険者の種別
　加入者は職業などによって３つのグループに分かれています。

◆ 20歳以上の学生さんへ ◆
　20歳以上の方は、学生であっても
国民年金に加入しなければなりません
が、申請することで後払いにできる制
度があります。
　この申請を行わず、保険料を未納
のままにしておくと、不慮の事故など
により障害が残った場合に受け取れ
る「障害年金」を、受けることができ
なくなりますのでご注意ください。

１号

２号

３号

自営業者、学生、フリーター、無職の方などで、加入手続
きは市役所国民年金担当窓口で行います。

会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加
入している方で、加入手続きは勤務先が行います。

第２号被保険者に扶養されている配偶者の方で、加入
手続きは第２号被保険者の勤務先を経由して行います。
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